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（６）自動車運転免許の取得について 

 

 

 
◆身体に障害 
 
◆身体に障害がある方が運転免許を取得される場合の受験相談 

身体に障害がある方が運転免許を取得される場合、または既に運転免許を取得されている方が他の運転免

許を取得される場合は、まずは運転免許センターに相談してください。 

身体の状態によっては、事前に運動能力の確認が行われる場合や医師の診断書の提出を求められる場合が

あります。 

免許条件の解除（限定解除）を希望する方も事前に運転免許センターに相談してください。 

場    所 受 付 日 時（※） 

広島県運転免許センター 

（広島市佐伯区石内南３丁目１番１号） 

月曜日～金曜日 

10時30分～11時30分、15時00分～17時00分  

東部運転免許センター 

（福山市瀬戸町山北54番２） 

月曜日～金曜日 

 10時30分～11時30分、15時00分～17時00分 

三次試験場 
火曜日～木曜日 

 11時00分～12時00分 

 ※いずれも祝日、振替休日及び年末年始（12月29日～１月３日）を除きます。 

（問い合わせ先） 

・広島県運転免許センター 学科試験係 

代表電話 082-228-0110（内線）703-252（警察本部を経由） 

・東部運転免許センター 東部免許第三係 

代表電話 082-228-0110（内線）704-272・262（警察本部を経由） 

 

◆既に運転免許を取得されている方で、新たに身体に障害が生じた方の安全運転相談 

身体の状態により免許条件の付与、変更などを行う場合がありますので、まずは運転免許センターに相談

してください。障害の程度やそのほかの病気の有無によっては、医師の診断書の提出を求められる場合があ

ります。 

場    所 受 付 日 時（※） 

広島県運転免許センター 

（広島市佐伯区石内南３丁目１番１号） 

月曜日～金曜日 

８時30分～17時00分 

東部運転免許センター 

（福山市瀬戸町山北54番２） 

月曜日～金曜日 

 ８時30分～17時00分 

 ※いずれも祝日、振替休日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。 

（問い合わせ先） 

 ・安全運転相談専用ダイヤル #8080（シャープはればれ） 

・広島県運転免許センター 安全運転相談係 

代表電話 082-228-0110（内線）703-232・233（警察本部を経由） 

・東部運転免許センター 東部免許第一係 

代表電話 082-228-0110（内線）704-222・223（警察本部を経由） 

 

 

運転免許センターでは、身体に障害のある方が自動車運転免許（以下「運転免許」という。）を取得され

るとき、または運転免許を取得されている方が身体に障害を持つようになったときの相談を受け付けていま

す。 

知的障害や発達障害がある場合でも、運転免許試験（適性・学科及び技能試験）に合格すれば、運転

免許を取得できます。 
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◆知的障害や発達障害がある方の運転免許取得 

知的障害や発達障害がある場合も、運転免許試験（適性・学科及び技能試験）に合格すれば、運転免許を

取得できます。（他の病状等により、医師の診断書の提出を求められる場合があります。） 

また、ベテランの指導員による対応等の配慮をしている自動車学校もあります。 

 

◆一定の病気がある方の運転免許取得 

安全な運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気（※）に該当する場合は、医師の診断書により病状を

確認する場合があります。 

※一定の病気…統合失調症やそううつ病などの精神疾患、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、

重度の眠気症状を呈する睡眠障害、脳卒中や脳腫瘍などの脳の疾患、認知症など 

これら一定の病気に該当していても、運転に支障がないと判断される場合には運転は可能です。 

運転免許を取得される場合は、まず、上記の広島県運転免許センター又は東部運転免許センターに相談し

てください。 

 

◆運転免許取得に利用できる補助制度について 

市町において、障害者の社会参加を支援するための地域生活支援事業（自動車運転免許取得・改造助成）

を実施しており、その中に、運転免許を取得するための教習に係る費用及び障害に応じた車両に改造するた

めに費用の一部を助成するメニューがあります。 

申請の時期や上限額、必要書類等、詳細については、居住する市町にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
─ 障害者支援施設あけぼのでの運転免許取得について ─ 

 

障害者支援施設あけぼのでは、障害福祉サービス（自立訓練（生活訓練））の一つとして、肢体の不自由

な方が施設に入所し、最寄りの東広島自動車学校での、手動式オートマチック車両を使用した、普通自動車

運転免許の取得訓練を受けることができます。 

 

【対象】 

  肢体不自由による身体障害者手帳を持っている方で、広島県警察本部交通部運転免許課で審査を受け、免許

を与える場合の条件がアクセル・ブレーキの手動式オートマチック車限定、又はアクセル・ブレーキの左足限定と認

められた方 

 

【利用に当たって】 

 障害福祉サービスの利用に当たっては、自立訓練（生活訓練）及び施設入所支援の支給決定が必要となりますの

で、市町の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談してください。 

 

【施設概要】 

障害者支援施設 あけぼの 

住  所：〒739-0036  広島県東広島市西条町田口２９５－３ 

電話番号：０８２-４２５-１４５５（代表） ※「あけぼのにつないでください」と伝えてください。 

  H  P：https://www.rehab-hiroshima.org/akebono/ 
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◆自動車学校の対応 

 身体に障害がある方が自動車学校で教習を受けようとする場合、それぞれの障害に応じた教習車両を用意

する必要があります。このため、広島県指定自動車学校協会では、加盟の自動車学校に対し、教習車両の貸

出しを行っています。 

 また、広島県指定自動車学校協会に加盟する自動車学校においても、各学校における建屋のバリアフリー

対応や人員配置の状況等により一定の制限はあるものの、補助装置を整備するなど、可能な範囲で身体に障

害のある方を受け入れています。 

 

【広島県指定自動車学校一覧】 

自動車学校名 連絡先 保有する補助装置 

中国自動車学校 082-251-8221 旋回装置・特定後写鏡 

呉自動車学校 0823-73-3000  

広島県府中自動車学校 0847-41-3065 旋回装置・特定後写鏡・ 

早稲田自動車学園 082-277-9125  

東洋自動車学校 084-922-2895 旋回装置・左アクセルペダル・特定後写鏡 

広島県尾道自動車学校 0848-44-1613 旋回装置 

ﾛｲﾔﾙﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ 084-933-4101 特定後写鏡 

賀茂自動車学校 082-422-1100  

備南自動車学校 084-933-2752 特定後写鏡 

山陽自動車学校 084-941-5060 手動装置・旋回装置・左アクセルペダル・特定後写鏡 

竹原自動車学校 0846-22-2218  

可部自動車学校 082-815-5555 旋回装置・特定後写鏡・左アクセルペダル 

芦田川自動車学校 084-955-1512 旋回装置 

江田島自動車学校 0823-42-1345  

海田自動車学校 082-822-4011 旋回装置・特定後写鏡 

広島中央自動車学校 082-232-6416 旋回装置 

広島県三次自動車学校 0824-62-3145 旋回装置・特定後写鏡 

沼田自動車学校 082-848-2222 旋回装置・左アクセルペダル・特定後写鏡 

ﾛｲﾔﾙﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ広島 082-823-5112 特定後写鏡 

テクノ自動車学校 
082-854-4000 旋回装置・特定後写鏡・左アクセルペダル・左方向指示

器 
運転シミュレータ（左アクセルペダル・左方向指示器） 

フタバ自動車学校 0824-951-3111 旋回装置・特定後写鏡 

ｺｽﾓﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ 084-941-2500  

高陽自動車学校 082-844-7311  

東広島自動車学校 082-425-1110 手動装置・旋回装置・左アクセルペダル 

三次ｲﾝﾀｰ自動車学校 0824-62-5011 特定後写鏡 

道祖園自動車学校 082-429-2500 旋回装置 

廿日市自動車学校 0829-34-4290 旋回装置・特定後写鏡 

三原自動車学校 0848-66-4611  

※ 建物のバリアフリー対応の状況、入校時期、人員配置、障害の種類、程度等により、対応が難しい場合

もありますので、必ず入校手続前に各学校に御相談ください。 

 

 

 

 

 

 


